
（別紙様式４－１）                                         （県立高等学校・中学校用） 
（熊本県立小川工業高等）学校 令和３年度（２０２１年度）学校評価表 

 

１ 学校教育目標 
（１）校訓「誠実・剛健・礼節」を基盤に置き、本校のすべての教育活動を通して、知・徳・体

の調和の取れた生徒を育成する。 
（２）「ものづくりを通した人づくりの教育」を実践しながら、社会の変化に的確に対応し、自

立して将来を切り拓く主体性のある生徒を育成する。 
（３）各科の特性を生かした取組を行い、家庭・地域社会から信頼される学校をつくる。 

 

２ 本年度の重点目標 
（１）専門高校として、ものづくりを通した人づくり教育を推進する。 
（２）確かな学力の育成と進路実現に向けた取組を充実する。 
（３）心身ともに健康で、豊かな心をもった生徒を育成する。 
（４）地域社会と連携し、各科の特性を生かした特色ある学校づくりを推進する。 

 
 

３ 自己評価総括表 
    評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 

学校 
経営 

教育目標
（スクー
ル・ミッ
ション）
に基づく
教育活動 

教育目標
（スクール
・ミッショ
ン）の生徒
・保護者と
の共有と達
成度 

・生徒・保護者
の75％以上
が、教育目標
（スクール・
ミッション）
を理解してい
る 

・職員の95％以
上が、工業教
育の推進に積
極的に取り組
んでいる 

・ＰＴＡ総会や学
校ＨＰ等による
生徒、保護者へ
の周知、理解促
進 

・個々の教育活動
と教育目標（ス
クール・ミッシ
ョン）の関連の
確認 

Ｂ 

・教育目標の理解及び
工業教育の推進につ
いては、概ね具体的
目標を達成すること
ができた。しかし、
個々の教育活動と教
育目標の関連の確認
には改善の余地があ
る。 

特色・魅
力ある学
校づくり 

ものづくり
教育の魅力
発信、部活
動の充実 

・小中学校と連
携したものづ
くり活動を2
回以上実施す
る 

・生徒・保護者
の95％以上
が、部活動が
活発と感じる 

・県立高校魅力化
支援事業の活用 

・部活動への加入
促進及び活動実
績のＰＲ Ｂ 

・小中学校と連携した
ものづくり活動は、
コロナ禍により1回
しか実施できなかっ
た。また、部活動が
活発と感じる生徒・
保護者の割合は概ね
目標を達成できた。 

業務改善
及び働き
方改革 

校務改革の
推進、職員
の超過勤務
の削減 

・ペーパーレス
の会議を5回
以上実施する 

・超過勤務を昨
年度比で5％
以上削減する 

・Chromebookの活  
 用 
・円滑な業務引継 
・部活動方針に基

づく計画的・効
果的な活動 

Ｂ 

・Chromebookを活用し
た朝会（完全なペー
パーレスではない）
を目標以上実施し、
超過勤務は前年度比
68%であった（12月
現在）。 

 

学力 
向上 

基礎学力
向上 

基礎学力の
向上 

・普通教科にお
ける基礎学力
の向上 

・資格取得によ
る基礎学力の
充実 

・習熟度別授業及
び個別指導の充 
実 

・基礎力診断テス
トの結果分析の
検証 

・リスニング英語
検定（全国工業
校長協会主催）
1、2年生全員受
検 

Ｂ 

・数学と英語で習熟度
別指導を行った。 

・1回目を6月、2回目 
を1月の年2回実施す
ることができ、その
結果を生徒面談に活
用した。 

・10月にリスニング英
語検定試験を1、2年
全員が受検し、141
人が3級以上に合格
した。 

 
 



自学力の
育成 

学習意欲向
上 

・言語活動の充
実により思考
力・判断力・
表現力を高
め、自学力を
育成する 

・学習意欲の向  
 上 

・授業の中で理由
づけて説明する
場面を設定する 

・考査前学習会を
実施することに
より学習意欲を
高める 

・各教科の宿題・
課題を工夫し、
生徒の学習意欲
を向上させる 

Ｂ 

・一方的に教師が教え
る授業だけでなく、
生徒が発表や説明を
する場面を設定でき
た。 

・考査前学習会を必要
な生徒に対し毎学期
実施することができ
た。 

・各教科によって、
ICTを活用した宿題
を出し、生徒の学習
意欲を向上させるこ
とができた。 

授業力の
向上 

分かる授
業、興味関
心を持たせ
る授業づく
り 

・年2回の公開
授業、研究授
業週間の実施 

・年2回の授業評

価アンケート

の実施 

・研究授業週間に
おける教員相互
の授業参観を充
実させる 

・一人一台端末の
活用により、授
業方法を改善
し、定着度を高
める工夫 

・授業評価を活用
した授業改善 

Ｂ 

・1学期は6月、2学期
は11月と、2回の公
開授業、研究授業週
間を実施できた。 

・一人一台端末の整備
が整い、先行実践校
として県内の県立学
校に動画配信を実施
できた。 

・授業評価アンケート
を2回実施し、平均
は4点満点中3.5点以
上となった。 

 

キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

キャリア
教育の充
実 

進路意識向
上と進路目
標の明確化 

・5S教育を柱に
豊かな人間性
の育成と、主
体的な進路選
択ができる能
力を養う 

・インターンシッ
プ、工場見学の
実施 

・進路便りの発行 
・講話、面談によ
る職業観と進路
意識の確立 

Ｂ 

・コロナ禍で様々な活
動が制限される中､
インターンシップが
実施できた。 

・3年間を見通したキ
ャリア教育を次年度
からスタートできる
よう計画中である。 

目標進路
の達成 

就職、公務
員指導の充
実 

・進路内定率
100％ 

・県内定着率の
向上 

・早期離職の防 

 止 

・面接指導と試験
対策による就
職、進学内定率
100%の実現 

・熊本しごとコー
ディネーターと
連携した進路指
導の充実 

・面談のための環
境整備 

Ｂ 

・就職は11月中に全員
が決定、進学も1月
で全員が決定した。 

・熊本しごとコーディ
ネーターが中心とな
って面談し、県内に
限らず適切な進路を
提案できた。 

・進学・公務員ともに
WEBでの出願や手続
きが多く、担当者の
負担が大きい。手続
きが煩雑なため人員
の確保が必要。 

生徒 
指導 

規範意識 ルールやマ
ナーを守る
態度の育成 

・問題行動の未
然防止及び全
職員による生
徒指導の実施 

・情報モラルに
関する指導の
充実 

・生徒指導部通信
等による重点指
導事項の周知 

・「語先後礼（5秒
間）」の徹底 

・事後指導を含め
た特別指導の充   

 実 
・情報モラル教育
講演会の実施 

Ａ 

・各科・学年等と連携
しながら指導を行
い、生徒の規範意識
を高めることができ
た。 

・年間を通して「語先
後礼（5秒間）」の
指導を徹底すること
ができた。 

・特別指導件数・人数
が、昨年度から減少
した。 

 
 



基本的生
活習慣 

基本的生活
習慣の確立 

・遅刻者の削減 
・社会人として

も通用するレ
ベルの清々し
い挨拶、端正
な服装の実践 

・登校指導による
挨拶及び整容指  

 導 
・頭髪服装指導に

向けた事前指導
の徹底 

・各種集会時の指
導徹底 

Ｂ 

・登校指導や遅刻指導
を徹底することがで
きた。 

・頭髪服装再指導に向
けて、生活委員会で
事前チェックを行う
などの取組を行うこ
とができた。 

・頭髪服装指導の基準
やチェック体制の見
直しが必要である。 

交通安全 交通安全意
識の高揚 

・交通事故をな
くす 

・交通違反をな
くす 

・自転車の2重
ロック率100  

 ％ 

・交通安全講話の
実施 

・登下校指導の実 
 施 
・原付通学生への

指導徹底 
・交通委員会活動

の充実 
Ａ 

・県教育委員会の交通
安全教育の指定を受
け、交通安全知識テ
ストなど、多くの取
組を実施することが
できた。 

・原付通学生への指導
が徹底できたため、
通学状況は大変良好
であった。 

・交通委員会の活動が
活性化し、2重ロッ
ク率100％を達成で
きた。 

自主性、
社会性の
育成 

生徒会活動
の活性化 

・生徒会行事の
充実 

・委員会活動の
活性化 

・ボランティア
活動への積極
的な参加 

・生徒会行事の計
画的な企画立案
や運営と生徒会
役員の自主性の
涵養 

・毎月の各種委員
会実施 

・ボランティア活
動の周知と奨励 

Ａ 

・コロナ禍のため、例
年とは違う形態であ
ったが、体育大会や
北辰祭を実施するこ
とができ、生徒が中
心となる場面を作る
ことができた。 

・各種委員会の活動が
大幅に活性化しつつ
ある。 

・コロナ禍でボランテ
ィア活動の奨励はで
きなった。 

 

人権教
育の推
進 

人権教育
の計画的
推進 

<生徒対象> 
身の回りに
おける人権
意識の向上 

年間指導計画に
よる確実なＬＨ
Ｒの実施 
1年：身の回り

の差別 
2年：差別の現 
  実 
3年：就職差別

と人間解放 

・人権教育実践委
員会におけるＬ
ＨＲに向けた資
料作成および学
年会における事
前学習会の実施 Ａ 

・全学年で、いじめ問
題、部落問題につい
てのLHRを行い、1･2
年生は新型コロナウ
イルス感染症につい
て、3年生は就職差
別と人間解放につい
て学習することがで
き、人権意識の啓発
を年間を通して行っ
た。 

<職員対象> 
人権教育に
関する研修
を通した意
識の高揚 

・人権教育実践
委員会定例会
の実施 

・校内職員研修
の年2回以上
実施、校外研
修への参加 

・関係機関と連携
した講師を招い
ての校内研修会
やレポート研修
会の実施 

・地区、県におけ
る研修会やオン
ライン研修会へ
の参加 

Ａ 

・校内研修においては
人権に関する法令・
施策等の研修、職員
レポート研修、人権
LHRのDVD視聴、県人
教事務局長の講話視
聴、宇城学校人権教
育研究集会を通し
て、人権教育の向上
につながった。 

 
 
 
 



命を大切
にする心
を育くむ
指導 

命を大切に
する心を育
む指導の推
進 

・関係機関と連
携して講演
会、ＬＨＲ等
を年2回以上
実施 

・各教科におい
て、命の大切
さについて生
徒に考えさせ
る教材を取り
扱う 

・教科、学年、生
徒指導部等と連
携して、計画的
に取り組む 

・ＬＨＲ等のふり
かえりを行い、
学びを深める 

・関係機関との連
携、各教科の指
導内容の検証と
情報共有 

Ｂ 

・6月にいじめ防止の
LHRにてビデオ視
聴、いじめ防止アピ
ール文を決めて取り
組み、夏休みの課題
として人権メッセー
ジを考えた。また2
月の人権LHRでは新
型コロナウイルス感
染による差別ついて
考え、年間を通して
命を大切にする心の
育成を行った。 

いじめ
の防止
等 

未然防止 啓発活動の
推進 

・いじめを許さ
ない環境を整
え、いじめが
発生しない雰
囲気を醸成 

・言語環境を整
える 

・いじめについて
考えるＬＨＲを
実施 

・いじめ防止の行
動目標の設定 

・学校生活の様々
な場面における
いじめ防止の取
組の実践 

・相手を思いやる
言葉遣い等言語
環境の整備 

Ａ 

・各科・学年・クラス
等で、いじめの未然
防止や、いじめに発
展する可能性がある
生徒間でのトラブル
等について、部署や
職員間で情報を共有
しながら対応するこ
とができた。 

・生徒及び職員の言語
環境の整備を行うこ
とができた。 

早期発見 いじめ発見
の取組の推
進 

・年間3回以上
のアンケート
調査実施 

・担任による面
談を随時実施 

・学期に1回のアン
ケート調査の実
施 

・通報アプリの周 
 知 
・学級担任、教科
担任、部活動顧
問等による情報
の共有 

Ａ 

・学期毎に面談週間や
アンケート調査を実
施し、いじめの早期
発見に取り組むこと
ができた。 

・各科会・学年会等
で、生徒の状況等に
ついての情報を共有
することができた。 

発生した
場合の対
応 

いじめの実
態把握 

・迅速ないじめ
の実態把握 

・委員会を中心
に、学科・学年
・各部が連携 

Ａ 

・関係部署・職員が連
携しながら、迅速な
実態把握を行うこと
ができた。 

被害者への
対応 

・被害者の心の
ケア 

・スクールカウン
セラー等と連携
した心のケア 

Ａ 

・担任や副担任、科職
員等で連携しながら
対応することができ
た。 

加害者及び
周囲の生徒
への対応 

・加害者及び周
囲の生徒に対
して必要な指
導と心のケア
を迅速に実施 

・いじめ問題対策
委員会が中心と
なり、被害者の
思いを理解させ
る 

Ａ 

・担任や副担任、科職
員等の迅速な対応に
よって状況は改善し
ており、現在も継続
して指導を行ってい
る。 

再発防止 再発防止の
ための取組 

・取組について
の検証を各学
期に実施 

・委員会や関係部
署間の情報交換
と取組の検証 Ａ 

・委員会での検証を全
職員に周知し、再発
防止に向けた取組に
つなげることができ
た。 

地域連
携 (CS
など) 

開かれた
学校づく
り 

総合型コミ
ュニティ・
スクール 

・年３回の学校
運営協議会の
開催 

・学校運営協議会委
員との連携を密に
し、色々な立場か
ら学校運営等の意
見を聴く 

・地域と連携した学
校運営 

・学校評価に対す
る学校運営協議
会委員からの意
見聴取 

Ｂ 

・学校運営協議会を学
期毎に年3回実施す
ることができた。 

・地域と連携した取組
みの提案を受けるこ
とができた。 

・学校側の報告以外に
も協議会への要望な
ど内容を充実させる
必要がある。 



家庭との連
携 

・ＰＴＡ総会書
面表決書の回
収率80％以上 

・学年別保護者
会への参加率
65％以上 

・学校安心メール
等を活用し、保
護者へ学校情報
を提供 

・ＰＴＡ役員と連
携し保護者の参
加を促す 

・ＰＴＡ保護者集
会の内容を精査
する 

Ｂ 

・学校安心メール、HP
で学校情報を提供す
ることができた。 

・PTA総会書面表決の
回収率が86.7%だっ
た。 

・学年別保護者会への
参加が52.9%とコロ
ナ禍で学校行事への
参加が難しかった。 

特別支
援教育 

特別支援
教育への
理解と支
援の推進 

教職員の専
門性の向上 

・特別支援教育
に関する職員
の意識高揚と
授業等での実
践 

・研修会等の職員
への周知 

・研修会への積極
的な参加 

・校内職員研修の
実施 

Ｂ 

・研修会等への職員へ
の周知は概ね行い、
オンラインの研修に
積極的に参加するこ
とができた。 

・支援が必要な生徒に
ついて、SCや巡回相
談を交えながら定期
的にケース会議を設
け、情報共有・協議
をすることができ
た。 

・外部講師による職員
研修を行うことがで
きなかった。実施を
次年度の課題にす
る。 

生徒の学校
生活の保障 

・多様な生徒へ
の早期対応及
び合理的配慮
の提供 

・情報共有 

・生徒理解研修の
実施 

・教育相談の充実 
・進路保障に向け

た適切な指導 
・健康教育部と学

年及び学科との
連携強化 

Ｂ 

・各学期開始前に生徒
理解研修を行い、情
報共有をすることが
できた。 

・SCの面談を定期的に
実施できた。また、
生徒支援のために外
部機関と連携しケー
ス会議を実施でき
た。 

・さまざまな課題を持
った生徒に対し、自
立に向けて進路指導
部、学年、科と連携
し支援することがで
きた。 

教育環
境整備
及び安
全 

環境教育
の徹底 

環境美化へ
の意識付け 

・掃除の徹底 
・教室ゴミの分  
 別 
・エコステーシ
ョンでの分別
点検 

・美化委員による
清掃状況点検  

・美化コンクール
の実施 

・通学路の清掃活  
 動 Ｂ 

・美化コンクールの実
施により掃除の意識
改善につながった。
各クラスによる通学
路等の地域美化活動
により、校外の美化
意識も向上した。 

・ゴミの分別の意識付
けはできてきたが、
ゴミの削減には至ら
なかった。 

電力消費量
の削減 

・節電と新型コ
ロナウイルス
感染防止の両
立 

・職員室南面のグ
リーンカーテン
設置 

・節電の呼びかけ 

Ｂ 

・職員室前のグリーン
カーテンは例年を上
回る成長が多く見ら
れたがが、年間を通
した電気使用量の削
減には至らなかっ
た。 

 
 
 



図書館教
育の充実 

図書館の利
用促進 

・生徒1人あた
りの年間貸出
数11冊以上 

・朝読書の徹底 
・蔵書の整備と
充実 

・広報活動や図書
委員会活動の充  

 実 
・学習に資する図
書の選定 

・蔵書の電算化と
整備 

Ｂ 

・1月末の貸出冊数は
8.3冊と去年より1.3
冊減少した。 

・分散登校や短縮日課
により、朝の読書を
実施できない日が多
かった。 

・データベースの入力
は、86％から93.4%
にまで進んだ。 

安全管理
の徹底 

 

健康管理 ・新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策 

・健康観察の充  
 実 
・熱中症対策 

・紙面やＨＰ、放
送等を活用した
保健指導 

・マスクの着用及
び手指消毒徹底 

・教室やトイレの
アルコール消毒
の実施 

Ａ 

・継続的な健康観察と
定期的に「ななつぼ
し」等を活用して、
保健指導を行った。 

・流行時に保健委員に
よる放送等を行い、
感染対策の実践に結
びつけることができ
た。 

 
 

４ 学校関係者評価 
○技能五輪全国大会（配管）での敢闘賞受賞、部活動（レスリング・陸上・エコ電カー）の全国

大会出場及び上位入賞等、本校の特色を生かした取組で結果を残し、高く評価された。 
○進路保障については、卒業生全員の進路が決定したが、就職のみならず進学についても勧め、

幅広く社会を見る目を養うことの重要性を指摘された。 
○限られた職員数で効率的な学校運営となるよう、学校の努力に加え、地域がどのような努力や

支援をすべきかについても地域に伝えていく必要があり、学校関係者に対しても情報を共有し
て欲しいと要望があった。 

 

５ 総合評価 
○コロナ感染防止のため、分散登校や学校行事の縮小・中止等の措置を取ることとなったが、部

活動での全国大会等への出場及び上位入賞、とりわけ技能五輪全国大会（配管）での敢闘賞受
賞は、県内唯一の設備工業科を設置する本校の特色を生かした取組が結果となって現れたもの
であり、教育活動の成果として評価できる。 

○進路保障については、卒業生全員の進路を保障することができた。しごとコーディネーター配
置の平成28年度以降、県内就職率は年々上昇しており（H28：38.5％→R3：59.5％）、配置校と
してその役割を果たすとともに、地域の産業人材育成に貢献できた。 

○ICT機器は、各教科の指導や学校行事で試行錯誤しながらの活用が見られ、その効果的な運用に
ついて検証することができた。また、校務のICT化も徐々に進んできている。 

○入学者選抜の倍率は、前期（特色）選抜が1.84（前年度1.62）、後期（一般）選抜（出願変更
後）が0.93（前年度0.72）と、いずれも前年度を上回った。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
○新学習指導要領の実施に伴い、指導と評価の一体化がこれまで以上に求められるようになる。

今年度、新しい評価方法について試行したところであるが、改善点も見られるため、早々に整
備して次年度に備えたい。また、ICT機器の活用による分かる授業の実践に向けて教師の力量を
高め、生徒の自学習慣の確立に繋げていきたい。 

○生徒指導では、問題行動等への担任や学年団、生徒指導部等の迅速かつ丁寧な対応が見られた
が、家庭での指導不足に起因する問題事案が複数発生した。学校の教育方針を明確に伝えると
ともに、家庭でも生活ルールを遵守するよう更に連携を図り、学校と家庭が一体となった指導
体制を強固にしていきたい。 

○今後も、コロナ感染防止による教育活動の制限が予想されるが、生徒の健康と安全を念頭に置
き、学習・生活・進路指導、環境整備、情操教育のそれぞれがバランスを取り、教育効果を高
められるよう各部・各科と連携しながら、学校の教育目標を達成したい。 

 


